
愛知県では、東日本大震災により経営に影響を受けている県内の中小企
業の方々を支援しています。

金融支援 ： 融資条件を緩和し、資金繰りを支援しています！

「サポート資金【経済対策特別】（経済環境適応資金）」 （３月１７日から）
融資対象に次の条件を追加しました。

○東日本大震災の影響を直接的に又は間接的に受け、直近1か月の売上高等が、前年同月
又は２年前同月の売上高等に比べて減少していること。

「サポート資金【セーフティネット】（経済環境適応資金）」 （４月１日から）
国の制度改正を受け、融資対象に以下の条件を追加しました。

○東日本大震災の発生後、原則として、直近1か月の売上高等が、前年同月に比して２０％以
上減少しており、かつ、その後の２ヶ月を含む３ヶ月間の売上高等が前年同期に比して２０％
以上減少することが見込まれること。

経営相談 ： 特別相談窓口で、ご相談に対応しています！

中小企業の方々の経営に関するご相談を、「中小企業緊急対策相談窓口」で対応しています。
県機関、（財）あいち産業振興機構、愛知県信用保証協会、各商工会議所・商工会に設置してい
ますので、お気軽にご相談ください。
各窓口については、裏面をご覧ください。

愛知県では、県内で事業を営んでいる中小企業者の皆様を対象に事業資金を融資するため、
各種制度があります。
そのうち、東日本大震災の影響を受けている中小企業の皆様の資金繰りを支援するため、県
融資制度「サポート資金【経済対策特別】（経済環境適応資金） 」及び「サポート資金【セーフティ
ネット】（経済環境適応資金） 」の融資条件を緩和しています。
資金調達をお考えの中小企業者の方は、後記の「中小企業緊急対策相談窓口」、又は県融資
制度取扱金融機関に、ご相談ください。

ホームページでも詳細をご案内しています http://www.pref.aichi.jp/0000039525.html



◆ 愛知県の主な融資制度 平成２３年４月１日現在

３年～７年
年1.4%～1.6%

設備・運転 １，２５０万円
（ただし、申込額を含め協会保証付
き融資残高が1,250万円以内である
こと。）

従業員数が２０人（商業・サービス業は５人）
以下の会社、個人、企業組合、医療法人等

小規模企業
資 金

３年～７年
年1.6%～1.8%

設備・運転 ５，０００万円
従業員数が５０人（商業・サービス業は３０人）
以下の会社、個人、企業組合、医療法人

通 常 資 金

商 工 業
振興資金

３年～７年
年1.4%～1.6%

設備・運転 ８，０００万円

中小企業信用保険法第２条第４項第１号、第
２号、第５号、第６号の認定※を受けた中小
企業者（※認定については、中小企業庁HP
を参照。）

セ ー フ テ ィ
ネ ッ ト

３年～10年
年1.5%～1.8%
（運転は７年まで）

設備・運転 １億円

円高の影響を直接的に又は間接的に受け、
直近１か月の売上高等が前年同月又は２年
前同月の売上高等に比べて減少していること
（平成23年9月30日まで）

円高対応
緊 急 枠

３年～10年
年1.5%～1.8%
（運転は７年まで）

設備・運転 １億円

・最近３か月間の月平均売上高総利益額（粗
利益）が前年同期又は２年前同期の月平均
売上高総利益額（粗利益）に比べて３％以上
減少していること
・東日本大震災の影響を直接的に又は間接
的に受け、直近１か月の売上高又は売上高
総利益額（以下、売上高等）が前年同月又は
２年前同月の売上高等に比べて減少している
こと
（平成23年9月30日まで）

経済対策特別
（ 平 成 2 4 年
3月31日まで）

経 済環境
適応資金
サ ポ ー ト
資 金

融資期間・利率資金使途・融資限度額融 資 対 象 者制 度

経営全般052-229-0044名古屋市中区丸の内二丁目４－７愛知県中小企業団体中央会

経営全般052-220-5780名古屋市中区丸の内二丁目４－７愛知県商工会連合会

経営全般最寄りの商工会議所・商工会へお問い合わせください。商工会議所・商工会

融資制度、信用保証0120-454-754名古屋市中村区椿町７－９愛知県信用保証協会

経営全般、国際ビジネス052-715-3071名古屋市中村区名駅四丁目４－３８
ウインクあいち（愛知県産業労働センター）
１４・１５階

（財）あいち産業振興機構

技術に関する相談0566-24-1841刈谷市恩田町一丁目１５７－１愛知県産業技術研究所

金融相談、労働相談
052-961-7211
0567-24-2111
0569-21-8111
0564-23-1211
0565-32-3381

0536-23-2111
0532-54-5111

名古屋市中区三の丸二丁目６－１
津島市西柳原町１－１４
半田市出口町１－３６
岡崎市明大寺本町１－４
豊田市元城町４－４５

新城市字石名号２０－１
豊橋市八町通５－４

県民事務所
尾張県民事務所産業労働課
海部県民センター産業労働課
知多県民センター産業労働課
西三河県民事務所産業労働課
豊田庁舎豊田加茂産業労働・

山村振興グループ
新城設楽山村振興事務所山村振興課
東三河県民事務所産業労働課

施策全般、融資制度
052-954-6330
052-954-6333

名古屋市中区三の丸三丁目１－２
県庁西庁舎７階

愛知県産業労働部
産業労働政策課
中小企業金融課

相談内容電話住所実施機関

◆ 中小企業緊急対策相談窓口

愛知県産業労働部産業労働政策課
電話０５２－９５４－６３３０ FAX ０５２－９５４－６９２３ ホームページ http://www.pref.aichi.jp/sanro/

※中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm


